 2025年10月改訂
社会福祉法人 京都福祉サービス協会


指定通所介護に関する重要事項説明書

１   事業所の概要
	法人の名称
	社会福祉法人京都福祉サービス協会

	法人の所在地
	京都市中京区壬生御所ノ内町39番5

	法人の代表者
	理事長　宮路　博

	事業所の名称
	京都市西院老人デイサービスセンター

	事業所の管理者
	事業所長　谷　和行

	事業所の種類
	指定通所介護

	介護保険指定番号
	京都市指定第２６７０７００１０９号（平成12年４月１日指定）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和2年４月１日指定更新）

	所在地
	〒６１５－０００１　京都市右京区西院上今田町１８－３

	連絡先
	電話番号　０７５-８１２-６７１１　　FAX番号　０７５-８１２-６７７６

	開設年月
	平成１１年１０月１日

	利用定員
	35名（介護予防型デイサービス、短時間型デイサービス含む）

	営業日
	365日（年中無休）

	営業時間
	午前８時３０分～午後５時３０分

	サービス提供時間
	午前９時３０分～午後４時４５分

	サービスの提供区域
	京都市右京区（丸太町通以南・天神川通以東）、中京区（千本通以西・五条通以北）、下京区（千本通以西・五条通以北）



２   建物の概要
	建物の構造
	鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）

	建物の階数
	地上２階

	建物の述べ床面積
	約７０６.５９㎡

	デイルーム
	１箇所
	１箇所

	休憩室
	１箇所
	１箇所

	（一般浴槽）
	１槽
	

	（特殊浴槽）
	１槽
	寝たまま入浴可能

	（リフト用浴槽）
	１槽
	専用のイスを用い、座ったまま入浴可能










３　事業所利用対象者
　（１）当事業所のご利用は、介護保険制度における要介護認定の結果、「要介護」と認定された方が対象となります。また、ご利用時において、「要介護」の認定を受けておられるご利用者であっても、「要介護」認定者でなくなった時点からご利用できなくなります。
（２）利用契約の締結前に、事業所から感染症等に関する健康診断を受け、その診断書の提出をお願いする場合があります。このような場合には、ご利用者は、これにご協力くださるようお願いします。

４　職員の体制
	職　　種
	職務内容
	配置人数

	管理者(事業所長)
	事業所の業務の管理及び職員の管理を統括します。
	1名
（兼務）

	生活相談員
	ご利用者及びご家族の必要な相談に応じると共に、適切なサービスが提供されるよう事業所内の調整、他機関との連携等を行います。
	１名以上

	介護職員
	事業所サービスの提供にあたり、ご利用者の心身の状況等を的確に把握し、ご利用者に対して適切な生活支援（介護）を行います。
	１名以上

	看護職員
	健康チェック等を行うことにより、ご利用者の健康状態を的確に把握するとともに、必要な処置を行います。
	５名以上
（兼務）

	機能訓練指導員
	ご利用者の心身の状況等に応じて、日常生活を営むために必要な機能を回復、その減退を防止するための訓練を行います。
	１名以上
（兼務）


※指定通所介護事業及び指定介護予防型デイサービス事業分を含みます。

【 各職種の勤務体制 】
	職　　　　　　種
	勤　　　　　　務　　　　　　時　　　　　　間

	介護職
	午前８時３０分～午後５時３０分

	看護職
	午前８時３０分～午後５時３０分

	その他の職種
	午前８時３０分～午後５時３０分



５　事業所が提供するサービスの内容と利用料金について
当事業所では、ご利用者に対して以下のサービスを提供します。介護保険の適用がある場合は、原則として料金表の利用料金の1割がご利用者の負担額（一定以上の所得がある65歳以上のご利用者は2割又は3割）となります。なお、介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行われない場合があります。その場合、ご利用者は1か月につき料金表の利用料金全額をお支払いください。なお、介護保険からの給付額に変更があった場合は、変更された額に合わせて、ご利用者の負担額を変更します。






（１）　提供するサービスの内容について
	サービス種類
	サービスの内容

	食　事
	栄養士（管理栄養士）の立てる献立により、ご利用者の身体の状況及び嗜好等を考慮し、選択メニューも取り入れた食事を提供します。時間も下記の時間内であれば、好きな時間に食事ができます。
【食事提供時間】
昼食　１２:００～１４:００　　
なお、食費は介護保険の給付対象とならず、全額自己負担となります。

	入　浴
	入浴又は清拭を行います。ご利用者の体調等により、寝たきりの状態であっても、特殊機械浴槽を使用して入浴することができます。

	排せつ
	排せつの自立を促すため、ご利用者の身体能力を最大限活用した支援を行います。

	機能訓練
	ご利用者の心身等の状況に応じて日常生活を送るのに必要な機能の回復、又はその減退を防止するための訓練を実施します。

	健康管理
	看護職員が健康管理を行います。緊急等必要な場合には、医療機関等に引き継ぎます。

	送迎
	当事業所の車両で事業所から自宅までの送迎を行います。

	その他自立
への支援
	寝たきりの防止のため、できる限り離床等生活のリズムに配慮します。一人ひとりのライフスタイルを尊重しつつ、適切な整容等、清潔で快適なご利用に向けて支援します。

	相談及び援助
	ご利用者及びご家族からの相談について、可能な限り必要な援助が行われるよう誠意を持って対応します。



（２）　利用料金
基本料金
【大規模型通所介護費（1日あたり）】
　□３時間以上４時間未満
	[bookmark: _Hlk162790662]要介護度
	基本単位
	利用料
	利用者負担額

	
	
	
	1割負担
	2割負担
	3割負担

	要介護１
	358
	3,741円
	375円
	749円
	1,123円

	要介護２
	409
	4,274円
	428円
	855円
	1,283円

	要介護３
	462
	4,827円
	483円
	966円
	1,449円

	要介護４
	513
	5,360円
	536円
	1,072円
	1,608円

	要介護５
	568
	5,935円
	594円
	1,187円
	1,781円







　□４時間以上５時間未満
	要介護度
	基本単位
	利用料
	利用者負担額

	
	
	
	1割負担
	2割負担
	3割負担

	要介護１
	376
	3,929円
	393円
	786円
	1,179円

	要介護２
	430
	4,493円
	450円
	899円
	1,348円

	要介護３
	486
	5,078円
	508円
	1,016円
	1,524円

	要介護４
	541
	5,653円
	566円
	1,131円
	1,696円

	要介護５
	597
	6,238円
	624円
	1,248円
	1,872円



　□５時間以上６時間未満
	要介護度
	基本単位
	利用料
	利用者負担額

	
	
	
	1割負担
	2割負担
	3割負担

	要介護１
	544
	5,684円
	569円
	1,137円
	1,706円

	要介護２
	643
	6,719円
	672円
	1,344円
	2,016円

	要介護３
	743
	7,764円
	777円
	1,553円
	2,330円

	要介護４
	840
	8,778円
	878円
	1,756円
	2,634円

	要介護５
	940
	9,823円
	983円
	1,965円
	2,947円



　□６時間以上７時間未満
	要介護度
	基本単位
	利用料
	利用者負担額

	
	
	
	1割負担
	2割負担
	3割負担

	要介護１
	564
	5,893円
	590円
	1,179円
	1,768円

	要介護２
	667
	6,970円
	697円
	1,394円
	2,091円

	要介護３
	770
	8,046円
	805円
	1,610円
	2,414円

	要介護４
	871
	9,101円
	911円
	1,821円
	2,731円

	要介護５
	940
	9,823円
	983円
	1,965円
	2,947円



　□７時間以上８時間未満
	要介護度
	基本単位
	利用料
	利用者負担額

	
	
	
	1割負担
	2割負担
	3割負担

	要介護１
	629
	6,573円
	658円
	1,315円
	1,972円

	要介護２
	744
	7,774円
	778円
	1,555円
	2,333円

	要介護３
	861
	8,997円
	900円
	1,800円
	2,700円

	要介護４
	980
	10,241円
	1,025円
	2,049円
	3,073円

	要介護５
	1,097
	11,463円
	1,147円
	2,293円
	3,439円





（３）　加算料金
	
	加算項目
	基本単位
	利用料
	加算の主旨

	■
	入浴介助加算(Ⅰ)
	40
	418円／日
	入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助行っており、入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修を行っている場合に算定します。

	□
	入浴介助加算（Ⅱ）
	55
	574円／日
	入浴介助加算Ⅰの算定要件に加えて、以下の要件を満たした場合に算定します。
➀医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者（以下「医師等」という。）が、利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること。この際、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合には、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。ただし、医師等による利用者の居宅への訪問が困難な場合には、医師等の指示の下、介護職員が利用者の居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握した浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を踏まえ、医師等が当該評価・助言を行っても差し支えないものとする。
②当該事業所の機能訓練指導員等が共同して、医師等と連携の下で、利用者の身体の状況、訪問により把握した居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。ただし、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画に記載することをもって個別の入浴計画の作成に代えることができる。
③上記の入浴計画に基づき、個浴（個別の入浴をいう。）又は利用者の居宅の状況に近い環境（利用者の居宅の浴室の手すりの位置や使用する浴槽の深さ及び高さ等に合わせて、当該事業所の浴室に福祉用具等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況を再現しているものをいう。）で、入浴介助を行うこと。

	□
	個別機能訓練加算（Ⅰ）イ
	56
	585円／日
	専従1名以上の配置。（配置時間の定めなし）
人員欠如減算・定員超過減算に該当している場合は、算定できない。
※イは運営基準上配置を求めている機能訓練指導員により、満たすことができます。
※ロはイに加えて専従で1名以上配置します。
・機能訓練項目
利用者の心身の状況に応じて、身体機能及び生活機能の向上を目的とする機能訓練項目を柔軟に設定します。訓練項目は複数種類準備し、その選択に当たってはご利用者の生活意欲が増進されるよう援助します。
・訓練の対象者
（イ・ロともに）５人程度以下の小集団又は個別で実施します。
・訓練の実施者
機能訓練指導員が直接実施しますが、介護職員等が訓練の補助を行うことがあります。
・進捗状況の評価
3か月に1回以上実施し、ご利用者の居宅を訪問した上で、居宅での生活状況を確認するとともに、当該ご利用者又はそのご家族に対して個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて個別機能訓練計画の見直し等を行う。

	■
	個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ
	76
	794円／日
	

	□
	個別機能訓練加算（Ⅱ）
	20
	209円／月
	加算Ⅰの算定要件に加えて、個別機能訓練計画等の内容を厚生労働省に提出し、フィードバックを受けていること（LIFEへのデータ提出とフィードバックの活用）が求められます。加算Ⅰに上乗せして算定します。
※　加算Ⅱは加算Ⅰに上乗せして算定されます。

	□
	認知症加算
	60
	627円／日
	1 指定居宅サービス等基準に規定する看護、介護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で２名以上確保していること。
2 指定通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の前３ヶ月間の利用者総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の方の占める割合が１００分の１５以上であること。
3 指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当る認知症介護の指導に係る専門的な研修、認知症介護に係る実践的な研修を修了した者を１名以上配置していること。
4 当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する事例の検討や技術的指導に係る会議を　定期的に開催していること。

	□
	若年性認知症受け入れ加算
	60
	627円／日
	受け入れた若年性認知症ご利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該ご利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行う場合に算定します。
※認知症加算を算定している場合は、若年性認知症受入加算は算定しません。

	□
	栄養改善加算
	200
	2090円／回
	管理栄養士・看護職員・介護職員等が共同して、ご利用者ごとに栄養状態を把握し、個々人の摂食・嚥下機能に着目した食形態にも配慮して栄養ケア計画を作成し、当該計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて見直し、訪問をしている場合に算定します。なお、この算定は、３月以内の期間に限り１月に２回を限度として算定されます。

	□
	栄養アセスメント加算
	50
	522円／月
	1 当該事業所の従業者、または外部との連携により管理栄養士を1名以上配置している。
2 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又は家族に対して結果を説明し、必要に応じ相談等に対応する。
3 ご利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している。（LIFEへのデータ提出とフィードバックの活用）。
※口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ、栄養改善加算は併算定できない。

	□
	口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）
※6月に1回を限度とする
	20
	209円／回
	1 当該事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利用者の口腔の健康状態に関する情報を、当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
2 当該事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態ついて確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む）を、当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること
加算Ⅰは①②のいずれも適合し、加算Ⅱは①または②のどちらかに適合すること。加算Ⅱは、併算定の関係で加算Ⅰが取得できない場合に限り取得可能。

	□
	 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）
※6月に1回を限度とする
	5
	52円／回
	

	□
	口腔機能向上加算（Ⅰ）
	150
	1,567円／回
	口腔機能が低下又はそのおそれのあるご利用者に対して、口腔機能の向上を目的として個別的に口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施（口腔機能向上サービス）をした時に算定します。また、各職種が共同して、ご利用者ごとに作成する口腔機能改善管理指導計画の進捗状況等を定期的に評価していきます。なお、この算定は、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として算定されます。

	□
	口腔機能向上加算（Ⅱ）
	160
	1,672円／回
	利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している（LIFEへのデータ提出とフィードバックの活用）場合に算定します。※加算Ⅰ・Ⅱの併算定はできません。
※3月以内の期間に限り、1月に2回まで算定できます。

	■
	中重度者ケア体制加算
	45
	470円／日
	指定居宅サービス等基準に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護員又は介護職員を常勤換算方法で２名以上確保しており、指定通所介護事業所における前年度又は算定日が属する前３月間のご利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介３、要介護４又は要介護5である方の占める割合が３０％以上であり、指定通所介護を行う時間帯を通じて専ら当該指定通所介護の提供に当る看護職員を１名以配置した場合に算定されます。

	□
	生活機能向上連携加算（Ⅰ）
	100
	1,045円／月
	訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療機関（原則として許可病床数200床未満のものに限る）の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、医師が通所介護事業所を訪問し、通所介護事業所の職員と共同でアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成している場合に算定します。
ICTの活用等により、外部のリハ専門職等が事業所を訪問せずに、利用者の状態を把握・助言する場合は、生活機能向上連携加算（Ⅰ）を算定します。外部のリハ専門職等が事業所を訪問する場合は、生活機能向上連携加算（Ⅱ）が適用されます。
※加算ⅠとⅡの併算定はできません。
※加算Ⅰは3月に1回の算定が限度となります。

	□
	生活機能向上連携加算（Ⅱ）
※ただし、個別機能訓練加算を算定している場合は、１月につき＋100単位
	200
	2,090円／月
	

	■
	ＡＤＬ維持加算（Ⅰ）
	30
	313円／日
	以下の要件を満たす場合に算定されます。
1 利用者(当該事業所の評価対象利用期間が6月を超える者）の総数が10人以上である。
2 利用者全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目（6月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月）において、Barthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出している（LIFEへのデータ提出とフィードバックの活用）。
3 利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除して得た値に、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じて一定の値を加えたADL利得（調整済ADL利得）の上位及び下位それぞれ1割の者を除く評価対象利用者のADL利得を平均して得た値が、1以上である。

	□
	ＡＤＬ維持加算（Ⅱ）
	60
	627円／回
	加算Ⅰの①と②の要件を満たすこと。
評価対象利用者のADL利得を平均して得た値（加算Ⅰの③と同様に算出した値）が3以上であること。
※加算Ⅰ・Ⅱの併算定はできません。

	■
	科学的介護推進体制加算
	40
	418円／月
	1 ご利用者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出していること
2 サービスの提供に当たって、上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること

	□
	サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
	22
	229円／日
	サービスを提供する介護職員の70％以上が介護福祉士の資格を有する場合、又は勤続10年以上の介護福祉士が25％以上の場合に算定します。

	■
	サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
	18
	188円／日
	サービスを提供する介護職員の50％以上が介護福祉士の資格を有する場合に算定します。

	□
	サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
	6
	62円／日
	サービスを提供する介護職員の40％以上が介護福祉士の資格を有する場合、または勤続7年以上の介護福祉士が30％以上の場合に算定します。

	■
	介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）
	所定単位数の92/1000
	左記の単位数×地域区分
	基本サービス費に各種加算・減算を加えた総単位数（所定単位数）
	介護職員等の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取り組みを行う事業所に認められる加算です。

	□
	介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）
	所定単位数の90/1000
	
	
	

	□
	介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）
	所定単位数の80/1000
	
	
	

	□
	介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）
	所定単位数の64/1000
	
	
	


■自己負担額の増減に係る減算
□ 指定通所介護事業所と同一建物に居住するもの又は同一建物から指定通所介護事業所に通うものに対し，指定通所介護を行った場合は，1日につき94単位を所定単位数から減算します。ただし，疾病等のやむを得ない事情により送迎が必要であると認められるご利用者に対して，送迎を行った場合は，減算の対象とされません。（－94単位／回）
☑ ご利用者に対して，その居宅と指定通所介護事業所との間の送迎を行なわない場合は，片道につき47単位を
所定単位数から減算します。（－47単位／回）
· 地域区分別の単価(5級地10.45円)を含んでいます。
· 以上の加算サービスのうち、ご利用者全員に共通する加算は下記のとおりとなります。

· 入浴介助加算Ⅰ　　　　　　　　　「 ４０単位×1日あたり」
· 個別機能訓練加算Ⅰロ　　　　　　「 ７６単位×1日あたり」
· ADL維持等加算Ⅰ　　　　　　　　「３０単位×1日あたり」
· 中重度者ケア体制加算　　　　　　「 ４５単位×1日あたり」
· 科学的介護推進体制加算　　　　　「 ４０単位×1月あたり」
· サービス提供体制強化加算Ⅱ　　　「 １８単位×1日あたり」
· 介護職員処遇改善加算Ⅰ　　　　　「 １日の合計単位数×9.2％」








（４）　その他の料金
	サービス
	内　容
	利用料金

	[bookmark: _Hlk167353624]食事代
	食材料費と調理費相当分の料金。
	昼食   ６２０円
弁当   ６８０円
おかずのみ  
       　６２０円

	お菓子代
	事業所が提供するおやつ等の費用。
（ご利用者の希望による嗜好品を含む）
	１００円／食

	喫茶代
	ご利用者の希望により事業所が提供する喫茶に要する費用。
	１００円／杯

	おむつ代
	事業所の紙おむつを使用された場合の費用。
	要した費用の実費

	特別な食事代
	通常提供している食事以外で特別な食事を提供したときに要する費用。
	要した費用の実費

	ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
行事費
	レクリエーションやクラブ活動、行事の参加に要する費用。
	材料費等の実費

	コピー代
	書類等複写費用。
	白黒　10円／枚
カラー50円／枚

	証明書発行代
	利用証明書等を発行する費用。
	350円／枚

	行事食事代
	正月や敬老の日等の行事に、特別に事業所が提供する食事に要する費用。
	要した費用の実費

	その他、事業の実施やサービスの提供にあたって必要となる費用であって、ご利用者にご負担していただくのが適当と認められる費用。（必要な場合は事前にご説明させていただきます）
	要した費用の実費


· 経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、利用料金を変更することがあります。（事前に説明させていただきます。）

（５）利用料金の請求と支払い方法
	請求方法等
	· ご利用料金は1か月ごとに計算し、請求します。
· 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月末日までにご利用者又はご家族にお届けします。

	支払方法等
	· 請求月の末日までにお支払い下さい。
事業者指定口座（ゆうちょ銀行）への自動払込
※　ゆうちょ銀行の口座開設をお願いします。
· 支払いの確認をしましたら領収書をお渡ししますので、必ず保管してください。（医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。）


　
６　利用の中止・変更・追加
　　ご利用者は、利用予定日の前日に、ご利用者の都合により、指定通所介護事業サービスの利用を中止又は変更、若しくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、ご利用者はサービスの実施日前日までに事業者に申し出ることとします。ご利用者が、利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になってご利用の中止の申し出をされた場合には、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。ただし、ご利用者の体調不良等正当な事由がある場合は、取消料は不要です。
前日までに申し出があった場合	無料
当日に申し出があった場合	　　　　食事代　　６２０円　　　
お菓子代　１００円

[bookmark: _Hlk167353703]７　事業の中止・変更
　　事業所は、大雪などの悪天候、災害などにより、やむを得ず事業を中止する場合があります。中止、変更が決定した場合には、速やかにご利用者、ご家族、関係者に連絡します。


８　衛生管理等について
（1） ご利用者の使用する食器その他の設備又は引用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じます。
（2） 食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。
（3） 事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
1 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね３月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。
2 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
3 従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施します。
4 ①から③までのほか、厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行います。

９　業務継続計画の策定等について
（1） 感染症や非常災害の発生時において、ご利用者に対する事業所サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
（2） 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
（3） 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。






10　当事業所ご利用の際の留意事項
	内容
	留意点

	面会・来訪
	なるべく公共交通機関をご利用ください。車でお越しになっても事業所の駐車場は使用できません。近くのコインパーキング等をご利用ください。

	営業時間外
	宿直員が電話対応いたします。

	設備・器具の利用
	事業所内の設備、器具は本来の用途に従って利用してください。用途に反する利用により破損等が生じた場合、賠償していただくことがあります。

	喫煙
	事業所内は全面禁煙です。

	迷惑行為等の禁止
	· 大声による騒音等他のご利用者の迷惑になる行為等は行わないでください。
· 携帯電話は他のご利用者の迷惑にならないように使用してください。



11　身体的拘束等について
ご利用者に対する身体拘束は、原則として行いません。
ただし、ご利用者の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない場合には、切迫性（ご利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと）、非代替性（他に代替する介護方法がないこと）、一時性（行動制限が一時的なものであること）の3要件を満たしていることを認定した上で、ご利用者又はそのご家族から同意書をいただくとともに、「身体拘束の方法」「拘束をした時間」「ご利用者の心身の状況」「緊急やむを得なかった理由」を記録する等、適正な手続きを踏まえて行うことがあります。

12　緊急時の対応方法
（1） ご利用中に病院への緊急搬送が必要となった場合は、次のとおり対応します。
1 救急車が到着後、職員はご利用者に同伴し協力医療機関等に赴きます。
2 ご利用者のご家族及び管理者に緊急対応の状況を速やかに報告します。

（2） ご利用中に行方がわからなくなった場合は、次のとおり対応します
1 管理者の指示のもと、警察署・交番にご利用者の特徴、写真等の情報を提供し捜索を依頼します。
2 ご家族へ速やかに報告します。
3 関係機関にご利用者の行方不明の情報を提供し捜索の協力を依頼します。
4 職員はご利用者捜索を継続します。

13　事故時の対応について
通所介護サービスの提供により事故が発生した場合には速やかに必要な措置を講じるとともにご利用者のご家族に連絡を行うとともに、必要に応じて京都市等関係機関へ連絡します。
当事業所は事故の状況・経過を的確に記録し、原因を詳細に分析し再発防止に取り組むとともに損害賠償責任を果たします。

14　社会福祉法人による利用者負担軽減制度について
社会福祉法人による利用者負担軽減制度について説明します。


15  虐待の防止について
　　　当事業所は、ご利用者の人権の擁護、虐待の防止のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
（1） 虐待防止に関する責任者を定めています。虐待防止に関する責任者：事業所長：谷　和行
（2） 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について職員に周知徹底を図っています。
（3） 虐待防止のための指針を整備しています。
（4） 職員に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施します。
（5） サービスの提供中に、職員又は養護者（現に養護しているご家族、ご親族等）による虐待を受けたと思われるご利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
　　
16　個人情報の保護及び秘密の保持について
（1） 当事業所は、ご利用者及びそのご家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成する「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切に取り扱います。
（2） 事業所が得たご利用者及びそのご家族の個人情報については、介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じてご利用者又はご家族の了承を得て行います。
（3） ホームページ・機関紙等で写真を使用させていただく場合には、必ず事前にご利用者又はご家族の同意を得て行います。
17　サービス内容に関する相談・苦情対応機関について
サービスの内容に関するご相談や苦情等は、担当の介護支援専門員又は管理者に遠慮なくご相談ください。迅速かつ適切に対応いたします。ご利用者にとって不利な取扱いとなることはいたしません。（文書や電話等でお受けします。）
また、当法人では、中立的・客観的な立場から、助言又は解決案の調整を行うことを目的に「苦情解決のための第三者委員会」を設置しています。当事者間での解決が難しい場合や、第三者委員会からの助言を必要とされるときは、下記宛にお申し出ください。

（1） 当事業所における相談・苦情の受付窓口
[受付担当者]　生活相談員　　　[解決責任者]事業所長　
[代表電話番号]　０７５－８１２－６７１１
[受付時間]　午前８時３０分から午後５時３０分まで

（2） 苦情解決のための第三者委員会 相談窓口 
[電話番号]　０８０－６２２７－７８２８（なやみには）
[受付時間]　午前１０時から正午まで、午後１時から４時まで
（土・日曜日、祝休日及び１２月２９日から１月３日までを除きます。）
· 電話にでることができない場合は、留守番電話に切り替わります。ご用件、お名前、電話番号をご伝言いただければ、後ほど委員よりご連絡申し上げます。

	委員長等
	氏　名
	役　職　等

	委員長
	壁　純一郎
	(公社)京都市児童館学童連盟監事、当協会監事

	委員長職務代理者
	梶　　宏
	(公財)さわやか福祉財団地域推進委員

	委　員
	井上　基
	(公社)京都府介護支援専門員会監事、当協会評議員

	委　員
	越野　稔
	(公社)認知症の人と家族の会京都府支部副代表

	委　員
	辻󠄀　孝司
	弁護士



（3） 文書等の郵送先及び苦情解決のための第三者委員会についての問合せ先
〒６０４－８８７２
京都市中京区壬生御所ノ内町３９番５
社会福祉法人京都福祉サービス協会 苦情解決のための第三者委員会（事務局：経営企画室総務部）
[電話番号]　０７５－４０６－６３３５　[ＦＡＸ番号]　０５０－３１５３－１５０２
[受付時間]　午前８時３０分から午後５時まで
（土・日曜日、祝休日及び１２月２９日から１月３日までを除きます。）

· 当法人以外に、各区役所・国民健康保険団体連合会等の公的機関にも相談・苦情の受付窓口があります。
	窓　　口
	電　話　番　号

	京都府国民健康保険団体連合会
	０７５－３５４－９０９０

	京都府社会福祉協議会福祉サービス運営適正化委員会
	０７５－２５２－２１５２

	北区役所（健康長寿推進課高齢介護保険担当）
	０７５－４３２－１３６４

	上京区役所（健康長寿推進課高齢介護保険担当）
	０７５－４４１－５１０６

	左京区役所（健康長寿推進課高齢介護保険担当）
	０７５－７０２－１０６９

	中京区役所（健康長寿推進課高齢介護保険担当）
	０７５－８１２－２５６６

	東山区役所（健康長寿推進課高齢介護保険担当）
	０７５－５６１－９１８７

	山科区役所（健康長寿推進課高齢介護保険担当）
	０７５－５９２－３２９０

	下京区役所（健康長寿推進課高齢介護保険担当）
	０７５－３７１－７２２８

	南区役所（健康長寿推進課高齢介護保険担当）
	０７５－６８１－３２９６

	右京区役所（健康長寿推進課高齢介護保険担当）
	０７５－８６１－１４１６

	右京区区役所京北出張所（保健福祉担当）
	０７５－８５２－１８１５

	西京区役所（健康長寿推進課高齢介護保険担当）
	０７５－３８１－７６３８

	洛西支所（健康長寿推進課高齢介護保険担当）
	０７５－３３２－９２７４

	伏見区役所（健康長寿推進課高齢介護保険担当）
	０７５－６１１－２２７８

	深草支所（健康長寿推進課高齢介護保険担当）
	０７５－６４２－３６０３

	醍醐支所（健康長寿推進課高齢介護保険担当）
	０７５－５７１－６４７１





18　第三者評価の実施状況　
当事業所では、組織運営及びサービス提供内容について、その透明性を高め、サービスの質の向上・改善に寄与するため、京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構による第三者評価を定期的に受診しています。
	直近の受診年月日
	２０２４（令和６）年３月８日

	評価機関の名称
	一般社団法人ぱ・まる

	評価結果の開示状況
	京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構のホームページにおいて開示しています。（　https://kyoto-hyoka.jp/　）





説明交付日　　西暦　　　　年　　　月　　　日

サービスの提供開始にあたり、ご利用者に対して本書面を交付の上、重要な事項を説明し、サービスの提供開始に同意を得ました。
　
事　業　者
	<事業者名>
	社会福祉法人　京都福祉サービス協会

	<所在地>
	京都市中京区壬生御所ノ内町３９番５

	<代表者名>
	理　事　長
	宮 路　博
	

	<説明者名>
	
	
	




同意受領日　　西暦　　　　年　　　月　　　日

私は、事業者からサービスについての本書面の交付及び重要な事項の説明を受け、サービスの提供開始に同意し、受領しました。

	[bookmark: _Hlk112495051]利　用　者
	住　所
	
	

	
	氏　名
	
	



ご利用者は、身体の状況等により署名できないため、ご利用者本人の意思を確認の上、私が代わって、その署名を代筆しました。

	署名代筆者
	住　所
	
	

	
	氏　名
	
	

	
	（　本人との関係：
	）
	



	代理人
	住　所
	
	

	
	氏　名
	
	

	
	（　成年後見人 ・ 任意後見人 ・ 保佐人 ・ 補助人　）
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